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下請セーフティネット債務保証事業に係る債権譲渡の承諾の取扱基準 

平成20年３月28日 

杉並第86670号 

  

 改正 平成23年11月30日杉並第45216号  平成24年３月23日杉並第66719号  

  令和２年８月17日杉並第25313号  令和６年９月30日杉並第38485号  

第一 債権譲渡の承諾に係る方針 

１ 目的 

下請セーフティネット債務保証事業（工事請負代金債権の譲渡を活用した融資制度をいう。）

（以下「保証事業」という。）は、平成11年１月28日付建設省経振発第８号通知（以下「基本通

知」という。）及び財団法人建設業振興基金（以下「振興基金」という。）業務方法書（昭和50年

10月１日認可 建設省東計振発第367号）等の規定に基づき、公共工事を受注した元請企業が、発

注者の承諾を得て組合等と債権譲渡契約を締結し、組合等に工事代金債権を譲渡することにより、

当該譲渡債権を担保に転貸融資を受け、円滑な資金繰りによる下請企業への工事代金の支払い、更

に適正な履行の確保に寄与することを目的とする融資制度である。 

この制度を受け、杉並区（以下「区」という。）と工事請負契約（以下「請負契約」という。）

を締結する元請企業が当保証事業を利用して組合等から転貸融資を受けるため、施工中の工事に係

る債権譲渡申請を区に対して行った場合に、区が契約条項第５条第１項ただし書の規定に基づく工

事代金債権の譲渡の承諾に係る方針を以下のとおり定める。 

なお、承諾に係る具体的な手続については、第二に定める。 

２ 用語の定義 

(１) 組合等 

中小企業等協同組合法（昭和24年法律第181号）に定める事業協同組合（事業協同組合連合会

等を含む。）、特例民法法人である建設業協会等団体又は建設業の実務に関して専門的な知見を

有すること、本保証事業に係る元請企業への貸付事業を確実に実施できる財産的基盤及び信用を

有すること等の要件を満たす者として振興基金が被保険者として適当と認める民間事業者であっ

て、元請企業への資金供給の円滑化及び下請保護に資する資金の貸付事業を行う者 

(２) 元請企業の範囲 

中小・中堅元請建設企業（原則として資本金の額又は出資の総額が20億円以下又は常時使用す

る従業員の数が1,500人以下の建設業者）で、区と工事請負契約を締結した施工中の工事につい

て組合等から転貸融資を認められる者（倒産等の場合を除く。） 

なお、構成員の中に大企業が含まれる建設共同企業体（以下「ＪＶ」という。）は、元請企業

の範囲外とする。 

(３) 契約書 

区と元請企業が締結した工事請負契約書（契約内容を記録した電磁的記録を含む。以下同

じ。） 

(４) 工事代金債権 

区と元請企業が締結した工事請負契約に基づき、工事完成後に区が元請企業に支払う予定の工

事請負代金 

(５) 倒産等 

以下のいずれかに該当した場合とする。 

① 破産した場合 

② 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項に基づき更正手続開始の申立てをした場

合 

③ 民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項に基づき再生手続開始の申立てをした場

合 

④ 会社整理又は特別清算開始の場合 

⑤ 手形交換所の取引停止処分を受けた場合 

⑥ その他債務の弁済が不可能となった場合 

３ 対象工事 
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区が保証事業に係る債権の譲渡を承諾できる対象工事は、以下の全てに該当する工事とする。 

(１) 請負金額が1,000万円以上の建設工事であること。 

なお、契約変更により工事請負契約の請負金額が変更された場合は、債権譲渡の承諾申請を行

った時点における変更後の請負金額が1,000万円以上であること。 

(２) 対象工事の進捗率が全体のおおむね50％以上であること。 

(３) 債権譲渡の承諾に係る年度内に完了することが見込まれる工事、あるいは工期が複数年度に

わたり債権譲渡の承諾に係る年度内に完了することが見込まれる工事 

(４) 以下に掲げる事項に該当しないこと。 

① 当該工事請負契約の履行期限まで２週間に満たない場合 

② 元請企業が契約条項第45条各号及び第45条の２各号に該当するため、債権譲渡を認めること

が不適当と判断される場合 

③ あらかじめ債権譲渡を禁止する旨の定めのある場合 

④ 履行保証を付したもののうち、区が役務保証を必要とする場合 

⑤ 杉並区低入札価格に関する調査規程（平成12年訓令甲第50号）第７条第４項（同規程第７条

第３項の規定により準用する場合を含む。）に規定する調査（低入札価格調査）の結果落札し

た者と契約した場合 

４ 譲渡の対象となる工事代金債権の範囲 

譲渡の対象となる工事代金債権は、２の(４)に示すとおり、工事が完成した場合において、区が

元請企業に支払う予定の契約条項第32条第２項の検査に合格し、引き渡しを受けた既済部分に相応

する工事請負代金から既に支払いをした前払金、中間前払金、部分払金及び請負契約により発生す

る違約金等の甲の請求権に基づく金額を控除した額の全額である。 

５ 債権譲渡人及び債権譲受人 

工事代金債権の譲渡人は保証事業を利用しようとする元請企業（以下「債権譲渡人」という。）

とし、工事代金債権の譲受人は保証事業を行うために振興基金から債務保証承諾書（根保証用）の

発行を受けた組合等（以下「債権譲受人」という。）とする。 

６ 債権譲渡の承諾時における下請保護策について 

保証事業の適用にあたり、債権譲渡人及び債権譲受人が締結する債権譲渡契約証書において、元

請企業が倒産等の時の下請負人等の保護策として、以下の(１)又は(２)の措置を講じるものとし、

その旨記載があること。ただし、組合等において(１)又は(２)の措置を講じる事務体制が整わない

段階では、当分の間は、以下の(３)の措置を講じることができるものとし、その旨の記載があるこ

ととするが、この場合、組合等は事務体制を整備の上、(１)又は(２)への移行を図ること。 

(１) 元請企業が倒産等により下請負人等への支払ができなくなった場合に、組合等は、組合等が

区から受け取る工事代金債権の一定割合（当該工事の下請割合及び下請代金支払方法等を勘案し

て元請企業と組合等とで任意に定める。）を限度として、元請企業に代わって下請企業に支払う

方法 ＜定率方式＞ 

(２) 元請企業が倒産等により下請負人等への支払ができなくなった場合に、組合等は、組合等が

区から受け取る工事代金債権から元請企業への融資分を精算の上、残余の部分を元請企業に代わ

って下請企業に支払う方法 ＜残余方式＞ 

(３) 元請企業が倒産等により下請負人等への支払ができなくなった場合に、組合等が区から受け

取る請負代金債権から元請企業への融資分を精算の上、残余の部分を組合等が元請企業に代わっ

て下請企業に支払うことにつき債権者間の合意が整ったときは、当該合意に従って下請企業に支

払う方法 ＜特例方式＞ 

※ 元請企業が組合等に融資申込みを行う際、元請企業は組合等に対し、当該工事に関する融資申

込時までの下請負人等への工事代金支払状況書及び当該借入金の下請負人等への支払計画書を提

出することとなっている。 

７ 譲渡することができる工事代金債権の担保の範囲 

保証事業において譲渡することができる工事代金債権は、次に掲げるものに対して担保するもの

であり、組合等が元請企業に対して有するその他の債権を担保するものではない。 

(１) 組合等から元請企業に対して支払う当該工事に係る貸付金 

(２) 元請企業が倒産等の時における当該工事に係る下請負人等の債権 
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８ 当該請負契約の内容について変更が生じた場合の取扱い 

債権譲渡承諾後に当該請負契約の内容について変更が生じ、請負金額が増減した場合の工事代金

債権の額は、債権譲渡承諾時の工事代金債権の額に、契約変更により加え又は減じた後の額とす

る。 

９ 当該請負契約が解除された場合の取扱い 

契約条項第45条、第45条の２、第46条、第47条、第47条の２及び第48条の２の規定により、請負

契約が工事完成前に解除された場合の工事代金債権の金額は、契約条項第48条第１項の既済部分の

検査に合格し、引き渡しを受けた既済部分に相応する請負金額から、既に支払いをした前払金、中

間前払金、部分払金及び契約書により発生する違約金等の区の請求権に基づく金額のうち、工事履

行保証契約等により確保されなかった金額を控除した額の全額とする。 

なお、債権譲渡人及び債権譲受人は、当該請負契約に基づき区が行う既済部分（出来形）の査定

の結果については、異議申し立てをすることはできない。 

第二 債権譲渡の承諾に係る事務手続等 

１ 債権譲渡の承諾申請 

債権譲渡人及び債権譲受人は、債権譲渡の承諾申請を行う場合は、以下のとおり申請書類を提出

する。 

なお、債権譲渡人及び債権譲受人は、保証事業に係る書類の提出、受理又は工事現場への立入り

等の際は、身分証明書又は東京電子自治体共同運営電子調達サービス建設工事等競争入札参加資格

審査を経て発行された受付票（以下「受付票」という。）を持参することとし、区から求められた

場合は、速やかに提示するものとする。 

(１) 提出する申請書類は次のとおりとする。 

① 債権譲渡承諾依頼書（様式１） ３通 

② 締結済の債権譲渡契約証書の写し １通 

※ 様式は、平成14年12月18日付け国官会第1812号、国地契第61号、国官技第230号、国営計

第138号通知（以下「官房課長通知」という。）に定める様式３―①又は同３―②を準用す

ることとし、国土交通省において当該通知が改正された場合は、改正後の通知に基づくもの

とする。 

③ 工事履行報告書 １通 

※ 様式は、官房課長通知に定める様式１を準用することとし、国土交通省において当該通知

が改正された場合は、改正後の通知に基づくものとする。 

④ 発行日から３箇月以内の債権譲渡人及び債権譲受人の印鑑証明書 各１通 

⑤ 契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等によ

り当該保険会社又は保証会社の承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾を受けている旨

を証するもの １通 

※ 約款等の写しを添付の上、該当する条項を朱線等で明示しておくこと。 

⑥ 振興基金が発行する債務保証承諾書（根保証用）の写し １通 

※ 別途、債務保証承諾書（根保証用）の本書を持参すること。 

⑦ 債権譲渡通知書 １通 

※ 様式は、基本通知に定める様式３を準用（承諾日は記載不要）することとし、国土交通省

において当該通知が改正された場合は、改正後の通知に基づくものとする。 

(２) 申請書類の提出先は、総務部経理課（以下「経理課」という。）とする。 

なお、申請書類の提出方法は、債権譲渡人と債権譲受人が共同して持参するものとする。ただ

し、共同して持参できない場合は、持参できないものの委任状（様式１―２）を提出することに

より、単独での持参を認めるものとする。 

(３) 申請書類の提出期限は、当該工事請負契約の履行期限の２週間前までとする。 

２ 申請内容の確認 

債権譲渡の承諾申請に係る申請書類を受理した経理課は、下請セーフティネット債務保証事業に

係るチェックリスト（様式４）（以下「チェックリスト」という。）を使用し、以下の点について

確認する。 

(１) 第一の３に定める対象工事であること。 
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(２) 債権譲渡承諾依頼書（様式１） 

① 同じものが３通提出されていること。 

② 本取扱いに定める様式１を使用しており、定められた必要事項の全てが記載されているこ

と。（基本通知及び官房課長通知に定める様式では不可） 

③ 次の内容が契約書と一致していること。 

○ 工事件名、工事場所、請負金額、工期、契約締結日 

○ 債権譲渡人の所在地、商号又は名称、代表者職氏名 

④ 債権譲渡人が使用した印が、契約書に押印したものと同一であること。 

なお、契約書が電磁的記録の場合又は約締結後に使用印等の変更があった場合は、受付票に

より確認すること。 

⑤ 債権譲受人の所在地、名称、代表者及び使用した印が、印鑑証明書及び振興基金が発行する

債務保証承諾書（根保証用）の写しに記載されている被保証者名と一致していること。 

⑥ 支払済の前払金額及び部分払額に誤りがなく、債権譲渡額（申請時点）が、請負契約に基づ

き債権譲渡人が請求できる債権金額と一致していること。 

⑦ ＪＶ案件の場合、ＪＶの名称、ＪＶの代表者及び構成員の所在地、商号又は名称、代表者職

氏名の記載及び使用した印が、ＪＶ協定書と一致していること。 

(３) 締結済の債権譲渡契約証書の写し 

① 債権譲渡契約証書第７条において、下請保護策について第一の６の定率方式、残余方式、特

例方式のいずれかを採用しているか、又、それぞれの場合において次の条件を満たしている

か、組合等に説明を求めるとともに確認すること。 

ア 下請保護策が定率方式（第一の６の(１)）による場合は、官房課長通知に定める債権譲渡

契約証書様式３―①を使用し、同証書第７条の文面が同様式３―①の文例１にならってお

り、かつ下請債権の優先比率を定めていること。 

イ 下請保護策が残余方式（第一の６の(２)）による場合は、官房課長通知に定める債権譲渡

契約証書様式３―①を使用し、同証書第７条の文面が同様式３―①の文例２にならっている

こと。 

ウ 下請保護策が特例方式（第一の６の(３)）による場合は、官房課長通知に定める様式３―

②を使用していること。 

② 債権譲渡契約証書については、債権譲渡人及び債権譲受人の所在地、商号又は名称、代表者

職氏名が債権譲渡承諾依頼書記載のものと一致していること。 

なお、債権譲渡契約証書については、債権譲渡人及び債権譲受人ともに実印の押印が必要で

あり、それぞれ印鑑証明により確認すること。 

③ ＪＶ案件の場合、ＪＶの名称、ＪＶの代表者及び構成員の住所、氏名の記載があること。 

(４) 工事履行報告書 

工事履行報告書中、実施工程により、本件工事の進捗状況が全体のおおむね50％以上であるこ

とを確認すること。 

(５) 印鑑証明書（原本） 

発行日から３か月以内の印鑑証明書（原本）が提出されていること。 

(６) 履行保証人の承諾書の写し 

契約保証金相当額を保険又は保証によって担保されている工事で、保険又は保証約款等により

承諾が義務付けられている場合は、必要な承諾をうけている旨を証するものが提出されているこ

と。 

① 承諾書の写しの内容が、通常の履行保証の内容であり、かつ適正な相手方が発行したもので

あることが確認できること。（役務保証特約付ではない。） 

② 契約担当者に提出済の保険又は保証証券等及び約款等と前項の相手方及び承諾書の記載内容

が一致していること。 

(７) 債務保証承諾書（根保証用） 

振興基金が債権譲受人に対して発行した保証事業についての債務保証承諾書（根保証用）の写

しが提出されていること。 

(８) 債権譲渡通知書 
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債権譲渡通知書が提出されており、債権譲受人の振込口座など必要事項が適正に記載されてい

ること。 

なお、債権譲渡承諾月日は記載しないものとする。 

３ 債権譲渡の承諾手続 

当該債権譲渡の承諾申請の内容をチェックリストにより確認した後の承諾手続は以下のとおりと

する。 

(１) 速やかに債権譲渡の承諾のための決裁手続を行い、決裁手続終了後、債権譲渡承諾書３通に

契約担当者印及び確定日付印を押印する。その際、債権譲渡整理簿（様式３）に必要事項を記載

し、保管するものとする。 

(２) 契約担当者印及び確定日付印を押印した債権譲渡承諾書３通のうち、債権譲渡人と債権譲受

人にそれぞれ１通ずつ交付する。残りの債権譲渡承諾書及びその他の申請書類等については、契

約書のつづり（契約書が電磁的記録の場合は契約執行伺書のつづり。以下同じ。）に添付し、保

管する。 

(３) 債権譲渡承諾書の交付は、債権譲渡承諾依頼書等の提出を受けた後おおむね２週間以内に遅

滞なく行うものとする。 

４ 債権譲渡の不承諾 

当該債権譲渡の承諾申請受理後に、債権譲渡人が契約条項第45条各号又は第45条の２各号のいず

れかに該当することが判明したなど、申請内容に変更が生じたことにより、２の要件を満たさない

ものと確認した後の不承諾の手続は、以下のとおりとする。 

(１) 速やかに債権譲渡を不承諾とする決裁手続を行う。なお、債権譲渡不承諾通知書には必ず不

承諾とする理由を記入すること。決裁手続終了後、債権譲渡不承諾通知書（様式２）３通に契約

担当者印を押印する。 

(２) 契約担当者印を押印した債権譲渡不承諾通知書３通のうち、債権譲渡人と債権譲受人に各々

１通ずつを交付し、申請書類等を返却する。残りの債権譲渡不承諾通知書については、契約書の

つづりに添付し、保管する。 

(３) 債権譲渡不承諾通知書を債権譲渡人と債権譲受人に交付する際は、不承諾の理由を説明する

ものとする。 

５ 出来高の確認 

(１) 債権譲受人は、保証事業における債権譲渡契約の締結及び融資審査手続等を行う際には、譲

受する工事代金債権の担保のために工事の出来高を査定するものとする。 

(２) 債権譲受人は、出来高の査定のために現場確認の必要がある場合には、甲に対し工事出来高

確認協力依頼書（様式６）を提出するものとする。 

なお、書類の提出先は、工事主管課とし、提出方法は持参又は郵送の方法によるものとする。 

６ 融資実行の報告 

(１) 債権譲受人は、債権譲渡人に対し融資を実行した場合は、実行後１週間以内に融資実行報告

書（官房課長通知に定める様式５）を経理課に提出する。 

(２) 融資実行報告書に記載されている債権譲渡人と債権譲受人が債権譲渡承諾書と一致すること

を確認の上受理し、当該契約書のつづりに添付、保管する。 

７ 請負代金等の請求 

(１) 債権譲受人は、契約書に定められた検査等の所定の手続を経て、部分払金及び請負代金（以

下「請負代金等」という。）の額が確定した場合に限り、譲り受けた工事代金債権の範囲内で、

区に対し支払を請求することができる。 

なお、債権譲渡承諾後は、債権譲渡人は区に対し請負代金等の請求をすることができない。 

(２) 債権譲受人は、請負契約に基づき確定した請負代金等の支払いを区に対し請求するときは、

工事請負代金請求書を経理課に提出するものとする。 

(３) 経理課は、当該工事請負代金請求書を工事主管課へ送付し、工事主管課は工事代金債権の金

額を確認の上、債権譲渡通知書に基づき譲渡された工事代金債権の支払先を、請負代金の支出命

令の際に、債権譲受人が指定した口座を指定するものとする。 

８ 契約変更の場合の取扱い 

(１) 債権譲渡人は、債権譲渡を承諾した後に契約変更により工事請負契約の請負金額が変更さ
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れ、その結果工事代金債権の額が変更された場合は、債権譲受人に契約変更の際に区に提出した

承諾書の写しを提出するものとする。 

(２) 債権譲渡人及び債権譲受人は、連署により工事代金債権計算書（様式５）を作成の上、債権

譲受人は、経理課に持参するものとする。 

(３) 工事請負代金請求書の内容を、契約書、債権譲渡承諾依頼書及び契約変更に伴う請書等によ

り確認し、記載に誤りがない場合は受理する。なお、記載内容に誤りがある場合は、再提出する

よう申し入れる。 

(４) 工事代金計算書の提出を受けた場合は、債権譲渡整理簿の当該工事の備考欄に、受付日及び

当該契約変更に伴う工事代金債権の変更後の金額を記載し、工事代金債権計算書を債権譲渡承諾

書と共に契約書のつづりに添付し保管する。 

９ 契約解除の場合の取扱い 

(１) 債権譲渡を承諾した後に倒産等又はその他の理由により契約解除された場合は、経理課は第

一の９により算出した額を工事代金債権の額とし、債権譲受人に通知するものとする。 

(２) 債権譲受人は、工事請負代金請求書を作成の上、経理課に持参するものとする。この場合、

債権譲渡人が倒産等により、連署による工事請負代金請求書の作成が不可能な場合は、債権譲受

人のみの記名押印でも可とする。 

(３) 工事請負代金請求書の内容を、契約書、債権譲渡承諾依頼書及び契約変更に伴う承諾書によ

り確認し、記載に誤りがない場合は受理する。 

なお、記載内容に誤りがある場合は、再提出するよう申し入れるものとする。 

(４) 工事請負代金請求書を受理した場合は、債権譲渡整理簿の当該工事の備考欄に、受付日及び

当該契約解除に伴う工事代金債権の変更後の金額を記載し、工事代金債権計算書を債権譲渡承諾

書と共に契約書のつづりに添付し、保管する。 

10 不正行為への措置 

保証事業に関し元請企業や組合等から区に提出された書面について、明らかな偽造・改ざん等の

不正行為が認められたときは、経理課は、保証事業の監督官庁、組合等の監督行政庁及び振興基金

にその事実を通報する。 

11 指名選定等における留意事項 

保証事業は健全な元請企業が積極的に活用すべきものであるので、元請企業が債権譲渡を申請し

たことをもって、希望制指名競争入札における指名選定等において不利益な取扱いをすることがな

いよう留意すること。 

12 その他様式類等 

保証事業を実施するに当たって必要な組合等における様式類等で本基準に定めのないもの（組合

等の内部の処理を定めた内規、出来高確認書、債権譲渡契約証書、金銭消費貸借契約書、支払状

況・支払計画書、下請負人の受益の意思表示書、債務保証委託書、債務保証協議書及び債務保証承

諾書等、以下「様式類」という。）は、保証事業の監督官庁や振興基金が定めたものを使用するこ

ととする。 

また、同じく組合等における取扱いについては、当該組合等が、当該組合等の監督行政庁、保証

事業の監督官庁あるいは振興基金等と協議の上、必要な手続を経て定めることとする。 

附 則 

この基準は、平成20年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年３月23日杉並第66719号） 

この基準は、平成24年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年８月17日杉並第25313号） 

この基準は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年９月30日杉並第38485号） 

この基準は、令和６年10月１日から施行する。 

様式 略 


